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午後 1時 00分  開会

○原田委員長 ただいまより、 「第29回 原子力損害賠償支援機構運営員会」を開催 させて

いただきます。

皆様方、お忙 しい中お集 まりいただきま して、あ りが とうございました。

これまで数回にわた りま して、東京電力の新たな総合特別事業計画につきま して議論を

重ねてまい りま した。委員の皆様方はさまざまな視点、そ して専門的な見地か ら大変有意

義な御意見、御指摘を多数いただきま して、極めて濃厚な議論ができた と感 じてお ります。

委員会か らの指摘を受けま して、機構事務局、東京電力の皆 さん方に検討を進めていた

だき、計画の内容が深化 してきたと感 じてお ります。

東京電力の事業計画の策定は、さまざまな問題が複雑に絡み合 うとい う極めて難 しい課

題でございます。去る20日 には政府において「原子力災害か らの福島復興の加速に向けて」

とい う 1つ 大きな方針が示 され、本委員会の検討にも一定の方向づけがなされたものと考

えてお ります。

委員会の議論 も随分 と進展 してまい りま して、本 日は計画の取 りまとめに向けた重要な

会議だ と思つてお ります。何 とぞよろしくお願いいた します。

本 日は東京電力か ら下河邊会長、廣瀬社長においでいただいてお ります。

議事に先立ちまして、まず下河邊会長か ら御挨拶を頂戴 したいと思います。 よろ しくお

願いいた します。

○下河邊会長 会長の下河邊でございます。

本 日は新総合特別事業計画の運営委員会での最終的な取 りまとめに当た りま して、私 ど

も東京電力の関係者をこの委員会の場にお呼びいただきまして、御説明の機会をいただい

たとい うことでまことにあ りが とうございます。御礼を申し上げます。

このたびの新総合特別事業計画の策定を始めるに当た りま して、貴委員会か らはその基

本的な指針 といったものをお示 しいただきます とともに、計画の内容につきま しても大変

委員の皆様が御多忙の中、集中的に、また、精力的に御議論をいただきま して、原 田委員

長様は じめ、委員の皆様に、東京電力 といた しま して厚 く感謝を申し上げる次第でござい

ます。

先ほど原 田委員長か らも言及 されま したが、去る20日 には政府の原災本部並びに閣議で

決定されま した 「原子力災害か らの福島復興の加速」についてにおきま して、私 どもが従

前から切に要請 してまいってお りました、国 と東電の今後の役割分担のあ り方が明 らかに

されるとともに、当社は福島の再生に正面か ら向き合い、廃炉 と汚染水問題の対策に十分
な体制を確保 し、その実行を上げること。また、電カシステム改革には自らこれを先取 り

して、積極的に取 り組んでい くことが強 く求められ るに至 りま した。

年が改ま り、新総特の認定を受けた場合には、東京電力の役員、そ して社員一同、福島
の復興が当社再生の原点であるとの思いを片時も忘れることな く、その心 と力を 1つ にい

た しま して、政府 を初め、皆様か ら強 く求められてお ります当社の経営改革、そ して福島
の復興に全力で取 り組み、着実にその成果を上げてまい りたいと決意 しているところでご

ざいます。

運営委員会の皆様におかれま しては、東京電力の今後の真の再生に向けての私 どもの経



営改革への取 り組みにつきま して、今後 とも変わ らぬ厳 しい御鞭撻をいただきます ようお

願い申し上げて、甚だ簡単ではございますが、私か らの御挨拶 とさせていただきます。本

日はどうもあ りがとうございます。

〇原田委員長 それでは、恐縮でございますが、プ レスの皆様には御退室をお願いいた し

ます。

(報道関係者退室 )

○原 田委員長 本 国は は所用が ございま して御欠席 され てお り

ます。

それでは、お手元の議事次第に基づきまして進行 させていただきたいと思います。

まずは東京電力の村松常務から、新総特について御説明いただければと思います。 よろ

しくお願いいた します。

○村松常務 それでは、本編 「新総合特別事業計画 (案 )」 に基づきま して御説明をさせ

ていただきます。

前回の委員会の御意見等を踏まえま して、修正をさせていただきま した。

まず 1枚 めくつていただきまして全体の 目次の構成でございます。全 8章 か らなつてご

ざいます。第 1章が新計画策定の趣旨、第 2章 が福島復興の加速化、第 3章 が原子力損害

の賠償、第 4章が事故炉の安定収束、廃炉 と原子力安全、第 5章 が東電の事業運営に関す

る計画、第 6章 が資産及び収支の状況にかかわる評価に関する事項、第 7章が資金援助の

内容、第 8章が機構の財務状況でございます。

3ページ、先般の御意見を踏まえま して、第 1章 の冒頭、新計画策定の趣旨に当た りま

して、これまでの取 り組みの状況 と現状認識につきまして、加筆 させていただいてお りま

す。

第 1パ ラグラフでございます。東京電力は事故処理の責任 を貫き通 し、電力供給に万全

を尽 くすことを目的に総合特別事業計画に沿つて一時的な公的管理下に置かれ、外部取締

役が主導す る新経営体制下での事業継続の機会を得ることとなつた。爾来、国民負担の最

小化を図 りつつ、賠償、廃炉、安定供給を着実に進めるべ く、4,000人 規模の福島復興本社

の設置、 1万人体制での賠償の実施、内外専門家による福島事故原因の再評価 と全社をあ

げた真摯な反省、国際競争下にあるメーカーの手法を取 り入れたコス ト削減や管理会計の

徹底、 2な い し3割 の給与カ ッ ト、高経年火力をフル活用 した供給力維持など、総特にお

いてコミッ トした以上の合理化 と業務改革に取 り組んできた。

しか しなが ら、汚染水タンク問題により国全体の信用にかかわる事態を招き、さらに賠

償、除染、廃炉に関す る総費用の先行 きが明 らかになるにつれ、企業 としての先行きに不

透明感が高ま り、人材流出、現場の疲弊、競争力の喪失など、経営基盤の劣化が今後急速

に進む懸念が強 くなつている。加 えてシステム改革に伴 う競争激化が見込まれ、かかる懸

念は倍加 してございます。

先般の 12月 20日 の原災本部決定におきまして、福島復興の加速化を最優先す るため、国

が全面に立って福島の再生を加速する旨決定いた しま した。同時に事故への責務を長期に

わた り果た し、国民負担を最小化 していくため、旧来の電力事業モデルの発想 を超えた競

争的な事業展開を図 り、重い責務を担 うに足る経営基盤 を確立す るとい うことで、新総特

の基本認識 を記載 させていただいてお ります。



恐縮ですが、私か ら原子力損害賠償支援機構に係 るところにつきま しても御説明をさせ

ていただきます。 この次のパラグラフでは、原子力損害賠償支援機構は、東電が責任 と競

争を両立 して事業展開を行つてい くことを支援並びに監視 し一時的公的管理か ら自立的運

営体制の移行の是非を2016年 度末に判断す るとい うことで、御意見を踏まえて明確に記載

させていただきま した。

右側でございますが、まず第 1の (2)① でございます。総特時点の想定をはるかに上

回る高額の財務 リスクや廃炉費用の見通 しとい うことで、記載 してお ります。

その次のパラグラフでございますが、金額でございます。現時点での環境省の試算等に

よれば、除染費用は約2.5兆 円程度。中間貯蔵施設の費用は約 1.1兆 円程度 と見込まれてい

るとい うことで、原災本部決定に沿つた中身を記載 させていただいてお ります。

6ページの (3)国 と東電の役割分担の明確化でございますが、国難 とも言 うべき事

態の大きさと広が りの中、賠償や廃炉のための費用など、一企業 として対処 し切れない巨

額の財政負担に直面 し、事故後 2年 半以上経てもなお企業 として先行きが全 く見えないま

まであるとい うことで、現状のところをより厳 しく書かせていただいてお ります。

その下でございますが、閣議決定の中身を忠実に反映 させていただきま した。

1枚めくっていただきま して、決定文書の中身を忠実に反映 した記載 とさせていただき

ま した。

8ペ ージの下でございますが、復興加速化のための一括取 りまとめの中の東電でござい

ます。 こちらにつきま しては一番最後の行に電カシステム改革を先取 りし、大胆な経営改

革で企業価値を向上 とい う記載にいた しま した。

その下 (2)責任 と競争の両立でございます。 これにつきま しては改めて基本方針を書

かせていただいてお ります。新総特では責任 と競争双方への対応は同時並行かつ一体的に

進めるとの基本方針を堅持す る。仮に東電が競争に背を向けた事故処理専業法人や電力公

社 となれば、経営基盤の強化は困難であ り、責任の遂行にかえって大きな支障が生 じると
い うことでございます。

10ページ、②でございますが、ホールデ ィングカンパニー制の導入時期でございますけ

れ ども、これにつきま しては電カシステム改革の第 2段階 としてライセンス制が導入 され

る2016年 を目途 とい うことで、考えられる一番早いタイ ミングでの持ち株会社 とい うこと

でございます。 これを明記 させていただきま した。

(3)新 たな電気事業モデルヘの変革 とい うことでございます。 しか しなが ら、我が国
の電気料金は米国や新興国に対 して著 しく劣後 してお り、このままの状況が続 けば我が国
企業が敵対的な産業競争力を失い、 日本経済の空洞化が加速するな ど、国の将来を脅かす

事態 となる可能性がある。世界 と渡 り合 うダイナ ミックなエネルギー事業者への変革が不

可欠。 あわせま して、その前提 として一番最後の 2行のところでございますが、豊富な人

材や高い技術力を継続的に確保 してい くとい うことで記載 させていただいてお ります。
Hページ、こちらにつきま しては リスクマネジメン トの ところを書かせていただきま し

た。なお、東電は為替市場や国際燃料市場の変動による燃料費の増加や需要の大幅の上昇、
金利の上昇、電源開発費用の増大などのさまざまな リスクに対 し十分な日配 りをしつつ、

戦略的に対応 していくとぃ ぅことで、■■■■ ほかの御意見を反映 させていただきま した。
12ページ、責任 と競争に関する経営評価のところでございます。 ここにつきましてはま



ず第 1が 、機構は現在、東電の議決権ベースで 2分 の 1超の株式を保有 し、東電を一時的

公的管理下に置いているが、国民負担の最小化の観点か らは、東電が早期に企業活力を最

大限に発揮できるように、自立的運営体制へ段階的に移行 していくことが望まれるとい う

ことでございます。

3つ 目のパラグラフでございますが、その後、機構は原則 として 3年 ごとに経営評価を

行い、国、社外取締役 と協議 し、その結果を公表す ることとするが、自律的運営体制べの

移行後においては福島復興の進展や経営改革の状況を見つつ、実施のインターバル も含め、

経営評価のプロセスを簡素化する方向で検討す るとい うことで、もともとの文案は 3年後

の見直 しの後、 5年 とい うことでございま したが、社外取締役のほ うか ら3年 とい う御意

見も頂戴 してお りま して、 5年 を 3年 に厳 しく見直 しさせていただきま した。

一番最後から 2つ 目のパラグラフでございます。機構の保有す る議決権を順次 2分 の 1

まで低減、種類株式の転換、機構役員派遣の終了、議決権比率に見合った取締役会の構成

の移行等の措置を講ず るとい うことで、この辺を具体的に明記 させていただきました。

13ペ ージでございますが、これに関連いた しま して市)で ございます。機構保有株式の

全部売却の ところにつきま して加筆 させていただきま した。 3行 日か らでございます。全

株式を売却 しても、その利益が実施済みまたは2013年 末時点で計画 されている除染費用に

達 しないことが見込まれる場合は、閣議決定において東京電力等が除染費用の負担によつ

て電力の安定供給に支障が生 じることがないよう、負担金の円滑な返済のあ り方について

検討することとされているとい うことで、ここを加筆 させていただきま した。

その下でございます。 この後の非常に前向きな計画を立てるに当た りま して、③の第 2

パラグラフでございますが、電カシステム改革が進展する中における原子力事業環境のあ

り方の検討、ガス事業制度改革の着実な実施など、必要な措置を講 じるよう要請す るとい

うところをより具体的に加えさせていただきま した。要請内容を具体化 したとい うことで

ございます。

右側 14ペ ージでございます。新総合特別事業計画におけます取 り組みのポイン トとい う

ことでございます。2020年 代初頭までに原子力発電所の再稼働や コス ト削減の深掘 り、燃

料調達規模の拡大や火カ リプ レイスによる燃料費の削減などにより、最大で年間 1兆 円程

度の値下げを確保するとともに、年間 1,000億 円規模の利益を創出す る。さらに2030年 代前

半までに各カンパニーが旧来の電気事業モデルの発想を超えた競争的な事業展開を推進す

ることで、年間最大3,000億 円規模の料金値下げ原資を生み出す とともに、年間3,000億 円

規模の利益を創出することで、4.5兆 円を上回る規模の株式価値を実現 していくとい うこと

でございます。

なお、その下の①でございますが、原子力損害の賠償でございますが、要賠償額の見通

しにつきま しては、明 日の紛争審査会を踏まえて最終的に調整するとい うことで、一応4.6

兆円とい うことで7,000億 円を追加 した記載 とさせていただいてお ります。

16ペ ージ、④でございますが、経営の合理化のための方策にかかわるところでございま

す。 こうした合理化を初めとするさまざまな経営努力により、自己資本比率を高め、2016

年度中の公募社債市場への復帰を目指す とい うことで、これは表には入つてございますが、

本文中に明確に記載をさせていただきま した。

その下のところでございます。⑤の上の ところでございます。 ここにつきましては処遇



制度等の見直 しにつきまして記載 をさせていただいてお ります。まず ここのパ ラグラフの

4行 日の途中でございますが、福島において賠償、廃炉、復興推進等に従事す る社員の年

収を、2014年 7月 を目途に 7%カ ッ ト水準まで見直す ことで、事故対応に必要な人材を確

保 しつつ、社員の新陳代謝を加速する。さらに1.4兆 円のコス ト削減を実施するため、計画

を超過達成 した場合に、その一部を処遇に反映す る制度を導入 し、超過達成が続 くことに

なれば2014年 下半期には、上記福島対応以外の社員についても年収 14%カ ッ ト、2016年 度

には全社員について年収 5%水 準まで給与を減 していくとい うことでございます。

17ページ、18ページにつきま してはフュエル &パ ワー、パ ワーグリッ ド・カンパニー、

カスタマーサー ビス・ カンパニーにつきま して、基本的な考え方のところを冒頭に記載 さ

せていただきま した。

まず第 1が フュエル &パ ワーでございます。 フュエル &パ ワー・カンパニーは東京湾内

に集積する燃料インフラ、電源設備などの高度なインフラ施設を最大限活用 し、サプライ

チェーン全体において従来の事業行動の抜本的見直 しに踏み込む ことで、世界 とダイナ ミ

ックに渡 り合えるエネルギー事業者への変革を図る。

第 2がパ ワーグリッ ド・カンパニーでございます。パ ワーグ リッ ド・カンパニーは我が

国の経済産業の中心である首都圏をエ リア とする責任に鑑み、今後 とも電力供給の信頼度

を確保 した上で、国際的にも遜色のない低廉な託送料金水準を念頭に、徹底的なコス ト削

減に取 り組む とともに、送配電ネ ッ トワーク運用の再効率化を図る。

18ペ ージ、カスタマーサー ビス・カンパニーは首都圏を中心 とする多 くのお客様 に対 し、

供給者 目線か ら脱却 し、省エネ等による電力使用規模の減少を恐れず、お客様にとって最

も効率的なエネルギー利用を提案、提供するとい うことで、基本的な理念を書かせていた

だきま した。

なお、次のページでござぃますが、開いていただきます とA3版 でございます。 ちょうど

真ん中のちょっと右の ところに、2016年 度末 とい うことで先ほど御説明 したとお り、責任
と競争に関する経営評価の重要な節 日としての 3年後の2016年 度末を入れてございます。
ここまでの ところの内容につきま しては、この後、 3月 にかけま して原子力損害賠償支援
機構 との ヒア リングを通 じなが ら、最終的なアクションプランに落 とし込ませていただき
ます。 これを記載 させていただいてぉ ります。ポィン トはここに書いてあるとお りでござ
いま して、ちょっと省略をさせていただきます。

その次が、もう少 し右側に2020年 代初頭 とい うことで、これが10年後のイメージでござ
います。 ちょうど16年度末 と2020年 代初頭の ところの下を間の ところをごらんいただきま

す と、それぞれの 日標が書いてございます。 コーポ レー トでございますが、真ん中より少
し上でございます。10年 間で 4兆 8,000億 円のコス ト削減。子会社3,000億 円のコス ト削減。
10年間で7,500億 円の戦略投資の実行。フュエル &パ ワー・カンパニーでございますが、ま

ず第 1と いた しま して、原価低減効果3,000億 円規模 とい うことで、これは燃料費の10%に
相当いた します。その下のパ ワーグリッ ド・カンパニーでございますが、託送原価の低減
とい うことで、10年後に全国 1位の水準を目指す。カスタマーサー ビス・カンパニーでご

ざいますが、トータルエネルギー ソリューシ ョンによる事業開拓 として4,000億 円を考えて
ございます。

その下を見ます と紫の矢印が書いてございます。 こちらに経常利益の規模 と料金の引き

b



下げとい うこと、原資の確保 とい うことを示 させていただいてお ります。下向きの矢印を

見ていただきます と、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働及び競争的な事業展開により、最大

で年間 1兆 円程度の値下げ原資を創出するとい うことでございます。

一番右側のところでございますが、 さらに20年後、25年 後を念頭に置いたところでござ

いますが、経常利益規模 といた しまして1,000億 円を3,000億 円まで拡大。また、株式価値

といた しま して 4兆 5,000億 を上回る価値の創出、さらに深掘 りの値下げ原資といた しま し

て3,000億 円、率にいた しま して 5%と い うことで記載 させていただいてお ります。

以上が総論でございま して、各論は少 し必要なポイン トだけさせていただきます。

各論のところを 1枚 めくっていただきます と、21ページから25ペ ージまででございます

が、こちらは先般の閣議決定、原災本部決定に忠実に沿つた文章 とい うことです。

2枚 めくつていただきまして29ページ、30ペ ージをごらんいただきたい と思います。 29

ページの上のところでございますが、先ほど申しま した とお り、この中でペンディングと

い うことで賠償額を見直 した結果、要賠償額の見通 しはとい うことで、今、仮に 4兆 6,000

億円を記載 させていただいてお ります。 これは明 日のところを踏まえて最終的に修正 させ

ていただきます。

35ペ ージ、36ペ ージまで飛んでいただけますで しょうか。賠償にかかわるところでござ

いますが、賠償に係 るところで③の除染費用等の支払いの円滑化でございます。 ここにつ

きましては、先ほどの原災本部会議の決定に忠実に記載 させていただきま した。 これにつ

きま しては先ほど御説明 した とお りでございますので、省略をさせていただきます。原災

本部決定に従つた修正でございます。

38ペ ージの真ん中のところでございますが、この後も福島復興に向けま した東電の取 り

組み とい うところの中に、先端廃炉技術 グローバル拠点構想 とい うことで してございます

が、こちらにつきま しては独立行政法人 日本原子力研究開発機構、」AEAさ んと行 う拠点整

備等の整合 もとりなが らとい うことで、弊社だけではございませんので、これを明確に記

載 させていただきま した。

41ペ ージ、福島復興本社の機能強化のところでございますが、ここのところで福島県 と

も連携 しつつ とい うことで明確に記載 をさせていただいてお ります。

43ページ、これは別紙を 1枚 くばらせていただきま した。 この43ページのところが 1枚

の紙になつてございます。具体的には福島原子力事故か ら得た教訓を踏まえて、過酷事故

(シ ビアアクシデン ト)の発生防止対策に万全を尽 くす ことはもとより、深層防護にのつ

とつて万一過酷事故が生 じた場合の被害の拡大を抑制す るための対策を重厚に施す。 さら

に継続的に安全性の向上を図るためとい うことで入れ させていただきました。従来の とこ

ろにつきま しては、先般の法改正を踏まえま した内容で、事故後の対策に万全を尽 くす と

い うように修正をさせていただきました。

44ペ ージの一番下でございます。 こちらの ところでは福島第一の廃炉の推進のところで

ございまして、汚染水タンク問題に関するところでございますが、これは同様に閣議決定

の内容に準拠 した表現にさせていただきま した。

45ペ ージ、状況につきま しては弊社の監査委員会などでも監視 してい くとい うことを記

載 させていただいてお ります。

51ペ ージ、原子力の安全の確保、安全改革の推進のところでございますが、こちらにつ



きまして②東電による原子力安全確保でございますが、原子力立地地域の住民の方々や社

会の方々か らとい うことで、こちらの表現に修正をさせていただいてお ります。

1枚めくっていただきます。右側 5。 事業運営に関する計画のところでございます。 こ

の基本方針でございますが、先ほどの総論に書きま した内容 と同 じもので 1兆 円と1,000

億円の利益規模、3,000億 円の料金値下げのさらなるものといった ところを追加 させていた

だきま した。

59ペ ージ、モラルダウンの ところにつきましては、す こし表現ぶ りをやわらかにさせて

いただいてございます。

その次のパラグラフでございますが、あくまでも国益 とい うのは最終的なものであると

い うことも踏まえま して、電力の安定供給やお客様の利益の拡大を達成するとともに、こ

れを通 じて企業価値を向上 させ、国民負担の最小化を実現す るとい うことを記載 させてい

ただきま した。

60ペ ージにつきま しては 2つ 日のパラグラフで、処遇の先ほどの改善の ところ、本文に

沿った中身を記載 させていただいてお ります。

60ページの下の 2つ 目の 2行 「さらに」のところでございますが、人材育成にかかわる

ところとい うことで、体系的な育成、異動方針等に基づき、責任 と競争の両立を支える人

材 と技術力の継続的な姿勢を図るとさせていただきま した。

68ペ ージ、電力価格の安定化 とい うところでございますが、ここのところの真ん中のあ

た りでございますが、消費者利益を実現 し、ひいては国益に最大限貢献 とい う表現にさせ

ていただきました。

1枚 めくっていただきます。左側でございますが、海外事業 との推進のところにつきま

しても効果的に高め、それが とい うことで国益への最大限の貢献 とい うところを記載 させ

ていただいてお ります。

同様の趣 旨でその下でございますが、包括的アライアンスにつきま しても消費者利益を

増大 させ、ひいては福島復興の推進や産業国際競争力の強化な ど国益に最大限貢献すると
い うこと。一番最後の行 も同様の趣旨でございます。

75ペ ージ、76ペ ージ、こちらにつきま してはカスタマーカンパニー、小売カンパニーの

成長戦略につきま して、明確に目標を記載 させていただいたとぃ うことでございます。真
ん中の75ペ ージでござぃますが、具体的な以下の実現により10年後に7,700億 円の売 り上げ

拡大。

右側でございます。真ん中の ところでございますが、ガス事業制度改革の進展を見越 し、

他のエネルギー事業者 とのガス調達及び業務運営に関するさまざまな形態でのアライアン

スの検討 も開始 し、10年後に熱源転換等による需要開拓で4,000億 円、ガス事業を含む周辺

事業で 1,760億 円の売 り上げ拡大を目指す と明記をさせていただきま した。
79ペ ージ、80ページでございます。 こちらにつきま しては79ペ ージの 2行 日でございま

す役員報酬に関わるところでございます。その前段 といた しま して、若手や女性の登用に

着手 し、今後 さらに拡大 していくとい うことで、現状まだ不十分であるとい うことと、今

後拡大 していくとい うことを記載 させていただいてぉ ります。

役員報酬につきま しては、社外取締役に構成 した報酬委員会において決定されているが、

責任 と競争 を両立する事業運営、企業改革を主導す る職責に対する評価などを踏まえ、同



委員会において適切な水準を設定 していくとい うことで加筆をさせていただきま した。

1枚めくっていただきま して81ペ ージでございます。左側でございますが、ここにつき

ましては先ほどの評価プロセスのところにつきま して、原則 3年 ごととい うことと、2016

年以降につきま しては、基本的には簡略化するとい う中身を記載 させていただいてお りま

す。

87ペ ージ、東電は福島原子力事故の原因 となつた安全対策の不備、その背後要因 となつ

た リスク管理の甘 さなどの組織的問題 を根本から改めるため、原子力改革監視委員会の監

視のもと、ハー ド、ソフ ト両面における安全対策を徹底的に強化 し、世界最高水準の安全

意識 と技術的能力、社会 との対話能力を有する組織への改革を着実に進める。 これにより

原子力事業者 として実地地域の住民の方々や社会の方々からの信頼を回復 していくとい う

ことでございます。

2,3,4号 機の件につきましても、少 し表現ぶ りを修正 させていただきました。

最後でございます。 1枚めくっていただきまして89ペ ージをごらんいただきたいと思い

ます。先ほどのところとかかわ りますが、 リスクマネジメン トにつきまして総論 と同様に

させていただきま した。

大変恐縮でございますが、概略は以上でございま して、これまでの運営委員会での御意

見や今 日に至 ります事前の御意見をお聞きしたところを踏まえた内容でございます。 よろ

しく御審議お願いいた します。

○原田委員長 あ りが とうございました。

新総特につきましてはそろそろ取 りまとめのタイ ミングとい うことにもなってお りまし

て、本 日配付 されてお ります ものも先週末か ら昨 日にかけま して、個別に委員の皆 さん方

に可能な限 りで御説明申し上げて、それを反映 させていただいた と報告いただいてお りま

す。直前までいろいろ御努力いただいた とい うことで、あ りが とうございました。

また、本 日は下河邊会長、廣瀬社長にもお越 しいただいてお りますので、この新総特の

内容にとどまらず、今後の実行に当たつての課題に関す るコメン トあるいは今後の東電を

めぐる諸課題に関す るコメン トでも結構でございますので、委員の皆様方、何かございま

したら御意見あるいは質疑 とい う形でお願いいた したいと思いますので、 どうぞ どなたか

らでも。

o■■■■  全体の感想 といた しましては、書き手の方の得意分野、不得意分野 とい うも

のがあるよ うで、そ うい う意味では少 し粗密があるなとい うのが率直な感想です。将来像

を書 くところは結構勢いがあって、道筋そのものは一定程度見通せ るものになつているの

ではないか と思います。他方、賠償 とか除染 とか廃炉 とか、事故については、前向きに、

ダイナ ミックに進めていく部分に必ず しも厚みがないかなとい う感 じはございます。ただ、

これは恐 らく事業の性質 とい うこともあ りま しょうし、ある程度の蓄積がない と書けない

ところもあつて、現在進行形で、少 し経験を積みながら、よりよいものに してい くとい う

ことなのだ と思います。そ うい うことでより充実 したものになつていくとい う含みで読ま

せていただきま した。それが全体的な感想でございます。

1点 ちょつと気になつているのは12ページなのですけれ ども、責任 と競争に関す る経営

評価のところで、これは既に修文 されているところなのですが、 3つ 目のパラグラフ、そ

の後、機構はとい うところなのですが、これは従前から申し上げているように、責任 と競



争に関す る経営評価 とい うものがまずは非常に大きなウェー トを占めていると私は理解 し

ておるわけです。前か ら比べると随分よくなったのですが、 2パ ラのところではそこで段

階的移行の適否に関す る評価結果を公表す る。そこまではいいと思 うのですが、その次な

のですけれ ども、 3年 ごとにやつて、その結果を公表することにす るのだけれ ども、経営

評価のプロセスをより簡素化する方向で検討するとす ぐ出てきて、若干文章 としては違和

感があ ります。 「その結果を公表することとする」で一旦切つていただく。 自立的運営体

制に移行 した後は御 自分で判断 されるとい うことに基本的になっていくわけですので、そ

の中で経営評価のプロセスを簡素化す ることも排除 しないとい うぐらいのニュアンスがせ

いぜいかなとい う気 もしてお ります。 これは削ってもいいかなとい う気 もしますが、経営

評価が嫌なんだなとい う感 じがこの文章を見るとに じみ出ているので、そこはきちんと身

を低 くして書いていただきたい。 これは同 じ文章が81ペ ージにも出てきますので、少 し考

えていただきたいとい うことでございます。

○原田委員長 廣瀬社長、 どうぞ。

○廣瀬社長 ■■■■ の最初の ところなのですが、確かに至近のまさに今、我々が しっか

り果た していかなければいけない責任 とい う部分において、会社でこの後、企業価値を上

げていくとか、そ うい う話 とは別に、中ではざっくり言 うと賠償があって、除染があって、

福島の廃炉があつて、それに加 えて今般特に復興に向けた リアルな雇用の創出であるとか、

大別す ると4つ ぐらいあると思 うのですけれ ども、若干それぞれ御指摘の点については状

況が違ってお ります。御存 じの とお り賠償については既にそ うい う意味ではかな り繰 り返

し繰 り返 しのことをやってきて、もちろんまた明 日、新 しい指針が出ますので、それによ

つても項 目も類型 も変わった りしますので、新たな賠償項 目とい うのは出ないとは限らな

いのですけれ ども、基本的にはかな りの部分をやってきて、既に3.2兆 円近 くのお金は被災

者の方々の手元に届いているとい うことです。ですので、この 2年 半近 くやつてきてそれ

な りの部分は済んでお ります。

一方で、実際の除染の作業 とい うのはなかなか難 しい状態があって、言い方は難 しいの

ですが、我々の役割 としては除染の費用を求償 されて、それを払 うとい うのがたてつけと

なってお りますので、我々がメインで除染の作業をす るとい うことは、今のたてつけでは

しないことになってお ります。 とは言いなが ら我々はある程度除染に対す るノウハ ウは、

放射性物質に対するノウハ ウは普通の方よりはあ りますので、む しろどうい うふ うに した

ら効果的な除染ができるか とい うのを現場で、言い方が難 しいのですが、お手伝いすると

言 うと自分でやっておいてお手伝いはないのですけれ ども、そ うい う役割に徹 しています。

そ うしませんと必要以上に廃棄物が出て しまって、今度はその処分に逆に困つて しま う。

仮置き場がない。

廃炉についてはまさに委員がおっしゃるように、まだまだこれか ら何が起こるか正直言

つてわか らない部分があるので、今の段階では具体的なことを厚 く書 くのは難 しい と思い

ます。

一方で、復興についてはこれか らまさにいろいろな、アイデアを出 して、いろいろなニ

ーズを拾って、被災者の方々の少 しでもためになるようなことをやつてい く。 これ も一部

始まっていますけれ ども、帰還が始まるステージにおいてまたいろいろなニーズが発生 し

てきて、それに対 して我々もできるだけのことをしていくんだとい うような、その程度に



ど うして も書 き方 としてはなって しま うな と。確 かにおっ しゃるよ うにいろい ろステー ジ

によつてや り方が違 うのかな と

○      今の■■■■ の御意見を受けて、その結果を公表することとするとい うふ

うに 1回切 らせていただきます。その後なのですが、む しろ全体のコンセプ トは役所の直

接評価か ら市場による評価に変えてい く、市場のガバナンスをむ しろ生か していくとい う

のが全体の流れだ とい う発想でやつているものですか ら、そ うい うことでいかがか と思い

ますが、 どうで しょうか。

○原 田委員長 この部分は 「機構が」が主語で しょう。東電がどうこうするではなくて、

機構の問題 として今のような立場でずつと経営評価 をし続けるとい うことはどうかなと。

ただ、おつしゃるとお り、ここで描かれているような絵で全て進んでいくとは限 らない、

多分に不確定要素を見ながらやってい く必要 もあるかもしれない。一方でこれか らずつと

機構の立場で経営評価 を続けていくんだ とい うことになると、いろいろな考え方が出てく

る。

■■■■が言われるとお り、いろいろ生 じてくる事態に柔軟に対応 して、最適な方法を

探っていく必要があ ります。そこで検討 していくとい う方向でよろしいのではないか と思

いますけれ ども。そのあた りいかがでございましょうか。

○■■■■  そ うですね。 これは要す るに文章を素直に読んだときに、経営評価が済んだ

と言つたそばか ら簡素化すると言つているのが問題であるとい うことを申し上げているだ

けのことで して。

○■■■■  言葉づかいとして、例えば、効率化 とか、そ うい う言葉づかいではだめなの

ですか。

oI a*l* tbqfrt <"Lr,.L.rf L.
○■■■■  実際に企業のいろんな会議体を効率化するとい うのは、いろんな意味で経営

改革の一環でもあると思 うのです。簡素化 と言 うと確かに必要なものもの端折って しま う

とい う意味が何 となくあ ります。

○原田委員長 それ もそ うかもしれませんね。何か名案はあ りますか。

○■■■■ 効率化という言葉でどうでしょうか。
○      私 どもが当初考えていた語感は、そのほ うが合っています。

○■■■■  だか ら例えば経営評価のプロセスをより効率化。まさに簡素化を効率化 とい

うふ うに置きかえて しまつて、より効率化す る方向で検討 してい くとい うことで、よろし

ければそれでいきますか。

○原 田委員長 それでよろしいですか。

○■■■■  はい、結構です。

○原田委員長 では、そ うい うことで整理 してくだ さい。

○■■■■  別件でよろしいで しょうか。52ペ ージで、これで文章がフィックスとなれば

気になつていますのが、52ペ ージの対策 3、 深層防護提案力の強化 と書いてあるのですが、

深層防護提案力 とい うのは言葉がなかなか理解 されにくいのかなと。 もう少 し深層防護の

概念にのっとって原子力安全の向上、改善 とか、言葉が長いですけれ ども、深層防護提案

力 とい うと何 だ と、

■■■文章のほ うはいいのだけれ ども、タイ トルを余 り誤解を生まないようなものがいい
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のかな と思います。

○原 田委員長  「深層防護にのつとつた」 とか。

○■■■■  ここで言つているのは深層防護の概念 とい うのは世界的にもあつて、それを

具体的な対応 として、 どうい うふ うに原子力安全の向上 とかに取 り組んだ り、組織全体の

改善活動を行 うか とか、 とい うことだ と思 うのです。深層防護提案力 と言 うと、提案 とい

う言葉の微妙な概念を考えると違和感があ ります。

○村松常務 それは最後の最後の ところを言つていま して、深層防護の積み重ねを組織的

かつ効率的に実施 し、原子力安全の向上に常に取 り組む とい うことでございます。

○      深層防護のための提案力の強化 とい うことであれば、そ うい う意味で書い

ているのだ と思います。

○原 田委員長 そ うい う意味でよろしいですか。

○■■■■  もし問われた ら、この文章の意味だ と言えばいいです。

○■■■■  提案力があるとい う意味がよくわか らないのですが。

○      提案をする組織の力 とい う意味で書いているのですけれ ども、実はこの対

策 1～ 7は既にプ レスに発表 していて。

○廣瀬社長 私の理解は、これまでの反省 として御存 じのように深層防護ですので、それ

でも万が一 とい う話になつていきます。 どうしても対策が確率論的に言 うとそんなことは

起 こらないよみたいなこととのせ めぎ合いにな ります。そ うした ときにどうやつた ら、い

やそれでもこうい うことをしてい くことが例えば効率的になるのではないか。そんなにお

金をかけなくたつて、こうやればできるのではないか とい うことを、我々が力 として持つ

ていない とだんだん確率の低い話をしていきますので、なかなかそ うだなと言つてもらえ

なかったとい うのがあ ります。

これは社内でもそ うです し、社外の地域の住民の方にも今までは絶対安全だ と言つてき

ま したので、これか らはまさにフィルタベ ン トなんかそ うなのですけれ ども、はつき り言

つて聞きた くないようなお話をしていかなければいけないわけで、そ うしたときに しつか

りと我々のほ うで、そ うい う力を持つていません と、なかなかそこが通れないなと。そ う

い う意味でそ うした力をしつか り我々 として身につけていこ うとい う趣 旨だと理解 してい

ます。

○■■■■  それは今年の 3月 に出た原子力安全改革プランに出ているのですね。わか り

ま した。

○■■■■  ほかのところでもいいですか。87ページ、料金改定にもし仮になった場合の

前提 としてこういつた趣旨の記述が必要だ と思 うのですが、その 4行 日で世界最高水準の

安全意識 と技術的能力で社会 との対話能力。 これは世界最高水準 とい うのは、安全意識 と

技術的能力のところにかかるので しょうね。社会 との対話能力は世界最高水準か どうか と

か、そ うい う比較は余 りないのですが、これは53ペ ージのところで既に使つていますね。

そちらは世界 と比べても高い水準つて、必ず しも世界最高水準 とは書いていないので、こ

ちらで世界最高水準つて、望む ものはこうい うことだか ら、そこはそれでいいのと、あと、

社会 との対話力 とい うのは余 リレベル とい うことはないので しょうけれ ども。私はこのあ

た りの記述、特に社会 との対話能力を有す る組織に変革 していくのをどうやつてやつてい

くかとい うのが実は物すごく地道であ り、なおかつ大変で、53ペ ージはそれを原子力部門

11



に浸透、定着 させ る。

これまでも報道で原子力部門だけは独立独歩みたいな言われ方をしていた中で、組織全

体 としてこ うい うものを浸透 させ るとい うのは大変結構なことです。特に私が問題に した

いのは社会 との対話能力を有する組織に改革 とい うのは、一言でぱつと言つて しまったと

きに、それはどうい う形でやるんですかね とい うことは必ず問われる。だから、次の段階

をどうやっていくかの答えをきちんと用意 しておかないと。 これは実はものす ごく重要な

事柄なので、通 リー辺倒のことでやっていくとい うよりも、社会 との対話能力 と言つてい

る社会の相手先には新潟県の人たちもいるだろ うし、福島の人たちもいるだろ うし、 日本

全体あるいは国際社会 とい うか海外の人たちも含めた全てを含んでいるので しょう。 これ

を重 く受けとめて、ではどうい うふ うに組織風土を改革 していくか。何かきちんとした答

えを用意 しておいてほ しい。私 もぜひそのあた りは年明けて 3月 までの間にしつか り聞い

てみたいな とい う気が します。

今 日はコメン トとい うか注文みたいなことにな りますが、表現 としては、これでもいい

ですが、53ページとの整合性 も若干 とつたほ うがいいとい う気 もします。 ちょつとここが

気にな りま した。

○■■■■  同 じ文章が43ペ ージの下にもあるのです。 この 「世界最高の」 と言つたとき

に随分議論があつて、世界最高水準だつた らいいだろ うとい う議論 もあつたのですけれ ど

も、特に安全意識 とか技術能力については。社会 との対話能力を世界最高水準 と言 うと、

本当にできるのかな と。

○■■■■  これは切れているように読めるのだけれ ども、逆にそこを切 らせて しま うと

気にな りますね。

○■■■■  私 もコメン トさせてもらつていいですか。 これ も最初に言つたところとかか

わつていて、項 目だけになっている部分が結構あるのです。それで社会 との対話能力 とい

うのも恐 らくそ うで、52ペ ージのあた りでもリスクコミュニケーシ ョンの話が出てくるの

ですが、いま一つ題 目的な感 じです。 とても難 しいことなので、それほど簡単に理解がで

きるわけもなく、何かその辺の重みが余 り伝わってこない文章だなとい うことは言わざる

を得ないのです。

あと、社会 との対話能力の話 とい うのは、結局、原子力法制 自体の問題点を反映 してい

るところがあつて、話は、東電にとどまらず、行政あるいは国会の対応 も本当は視野に入

ってこない と、東電 としてもいかんともし難いところもある。そ うい うす ごく大きい問題

が背後にあると思いますので、表現を変えるとい うことではなくて、なかなか非常に深い

問題だなとい うことでコメン トさせていただければと思います。

○原田委員長 今の点 どうですか。対話力 とい うのは今の社会で必要だけれ ども、欠けて

いるとい う指摘がいろんな分野であるのです。 これは教育の分野 も含めて、まさに社会の

の中で、官 と民もそ うだ し、民 と民もそ うだ し、子供同士の問題 もあ ります し。そ うい う

点である面でわか りやすいのだけれ ども、具体的にどうするかとい うのは確かに難 しい。

逆に言えばそ うい うことがないと、結局独 りよが りの、先ほども上か ら目線 と言いま した

けれ ども、政府対民間 との協力 とい うのも上か ら目線だけでそれをやろ うとす ると難 しい。

やは り本当の意味でもイーブンな立場での協力関係が必要だ とい う点では、まさに社会的

な意味での対話力。対話力 とい うのがいいか どうかわか りませんが、対話能力はこうい う
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報告に しては珍 しいのかもしれませんけれ ども、そのことの必要性はわかつて くれるのか

と思います。

ただ、そ う簡単にいかないことであることも事実だ と思 うのだけれ ども、その問題意識

だけは持ってい くとい うことでいかがで しょうか。ほかにこの際ですか ら何かございま し

たら。特によろしゅうございますか。

それでは、特段 ございませんよ うで した ら、そろそろ時間にな りますので、ここで議論

を終了 させていただきたい と思います。 よろしくお願いいた します。

さて、この新総特につきま しては、今 日までほぼ全員の委員の皆様方がいろんな形で御

意見を出 していただきま して、大体こうい うところでとい うことで合意いただけたものと

思います。

なお、先ほども指摘がございま したけれ ども、要賠償額の見通 しにつきま しては26日 に

開催 されます紛争審査会で指針が出るとい うことでございます。それを踏まえて決定され

る見込みでございますので、現時点では確定 していないのでその点を御了承 ください。

その要賠償額の金額の確定及びその他所要の修正につきましては、大変恐縮でございま

すけれ ども、時間も迫つてお りますので、以後は委員長に御一任いただきま して、最善を

尽 くさせていただきたいと思います。 よろしくお願いいた します。 よろしいで しょうか。

(「異議な し」 と声あ り)

○原田委員長 あ りが とうございます。

では、要賠償額その他、調整を終えた新総合特別事業計画につきま しては、別途書面に

よつて決議をいただ くとい う形をとりたい と思います。間を置かず、可能であれば27日 金

曜 日にも認定申請を行わせていただきたい と考えてお ります。そ うい う扱いで御異論ござ

いませんで しょうか。

(「 異議な し」 と声あ り)

○原田委員長 あ りが とうございます。

それでは、本 日の議事は以上で終了いた します。今回の運営委員会の議事録につきま し

ては、事務局にて作成 し、後 日、委員の皆様方に御確認 していただいた上で確定いたしま

す。なお、議事録の取 り扱いは非公表でございます。

ここで事務局か ら御連絡がございます。      、ょろ しくお願いいた します。

また、本 日配付 させていただきました資料につきま しては、全て回収 させていただきま

すので、あわせて机上に置いていただければと思います。明 日の紛争審査会の結果次第で

新総特の議決及び認定審査の 日程は変わ りますけれ ども、確定次第、委員の皆様には関係

資料 とあわせま して御連絡いた します。

なお、計画本体につきま しては申請を行いま して、大臣による認定を受けた段階で公表

される予定でございますので、その点よろ しくお願いいた します。

以上でございます。

○原田委員長 あ りが とうございました。

本 日はこの後、私が委員長 としてぶ ら下が りとい うことで取材 を受けま して、新総特に

つきま しては先ほど説明のあったような段取 りを踏んでいきますので、その詳細について

はお話できませんけれ ども、機構の運営委員会 として内容がおおむねまとまった とい うこ



とを発表 させ ていただ くことに させ ていただきます。

次回の運営委員会 の 日程 につ きま しては未 定で ございます けれ ども、追 って事務局 よ り

連絡 を差 し上げます ので、 よろ しくお願 いいた します。

それ では、本 日は ど うもあ りが とうございま した。
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